
毒物劇物取扱者試験 

＜未使用証紙の買取りの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 受験願書に証紙を貼付している場合は、証紙部分を切り取り、提出ください。 

＊ 買取り合計額面金額が 10万円以上の場合、「申立書」が必要となります。 

下記 PDFファイル「岡山県収入証紙買取り請求書」に、必要事項を

記入し、証紙とともに以下提出先に提出（郵送可）してください。 

 

【提出先】 

    〒700－8570 

    岡山市北区内山下二丁目 4－6 

    岡山県庁会計課 総務班 


